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道は自ら切り拓く

進路関係の提出文書の記入について

第１回進路希望調査は期日までに全員提出されました。これは、３年生になって初めての進路関係の

提出物でした。また大半の人は期日に余裕を持って提出することができました。この意識をこれからも

大切にしていきましょう。

一方、提出された内容については不備が多く見られました。以下のことに注意してください。

ペンで丁寧に記入する

今回とても多かったのが、鉛筆やシャーペンでの記入でした。進路関係の書類はすべてボールペンま

たは万年筆書きです。また、消えるペンや裏移りのするペンは避けてください。

殴り書きの字は論外です。

訂正の場合は訂正印を

押印して提出する書類に記入した内容を訂正するときは、二重線をひいて消し、消したところに訂正

印（押した印鑑）を押します。（訂正印が必要ない場合もあります）

修正テープ（修正ペン）で消したり、紙を削ったりして訂正してはいけません。

正式名称で記入します

学校名など、通称で言う場合もありますが、進路に関わる書類では正式名称で記入します。たとえば、

岐阜東高等学校を岐東とかいてはいけません。「岐阜県立」は省略することが多いですが、県岐商と市

岐商については区別するために、それぞれ岐阜県立岐阜商業高等学校と岐阜市立岐阜商業高等学校と書

くといいでしょう。

「署名」は本人が名前を書きます

今回、「保護者署名」の欄に、生徒が名前を書いているものがいくつかありました。「書いておいて」

と頼まれた場合もあるかもしれませんが、署名は自分で記入しなければいけません。

また、署名は記入された内容を確認したという意味もあります。したがって今回の場合、進路希望の

内容を書いた上で保護者に署名してもらうことになります。

今回は不備のあるものもすべて受理しましたが、本来であれば記入の不備があれば再提出になります。

もちろん提出する前に不備がないか十分確認することは当然ですが、それでもミスがある場合がありま

す。同様に、中学校が高等学校に提出する書類も、余裕を持って持っていくようにしています。

その意味で、期限には十分ゆとりを持って提出するようにしましょう。



よくない記載の例

予備の用紙がある場合もあります。今後、書き損じた場合は尋ねてみましょう。

押印がありません

保護者が署名します

３年１組と勘違い

高校⇒高等学校シャーペンは不可

普通科？音楽科？美術科？

直すときは訂正印を 市岐商は略称です

修正テープは使用不可


